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麗江ナシ族における

東巴画の事例

研
究
論
文

1.はじめに

1-1.研究の目的

本稿の目的は、｜ツーリスト・アート（touristart)」

の創出過程を把握することを通して、文化遺産の継

承とその観光利用を両立させるうえで地域社会に求

められる課題を明らかにすることにある。観光用に

創られた文化、あるいは観光活動によって既存の文

化が刺激を受け、新たな観光用の文化として再編さ

れたものを「観光文化（touristicculture)」と呼ぶが、

｢ツーリスト・アート」とはこうした「観光文化」の

うち、観光客を対象に制作･販売される民族芸術品’

のことを指す。この用語は、1976年に米国の文化人

類学者グレイバーンがその著書(Grabuml976)で用

いて後、観光研究分野において一般的に用いられる

ようになったものである。また文化遺産という言葉

については様々な定義がなされているが、本研究で

は観光研究分野で一般的に用いられる「heritage」の

概念に即して、「過去からその価値を継承されてきた

有形・無形の文化」を指し、「物質文化、表現文化、

生活文化を含む」ものと定義する２。

ﾂー ﾘｽﾄ．アートの

創出と文化遺産の継承

1-2.研究の背景

山村高淑 (1)地域開発論的視点によるツーリスト・アート研

究の必要性

文化遺産が観光資源となっている地域では、性々

にして伝統的なデザイン・モチーフや工芸技術が応

用され、観光十淀品としてのツーリスト・アートが

生み出される。こうしたツーリスト・アートについ

ては、1970年代より文化人類学者の間で本格的に研

究されるところとなる。当時は先進国から海外に向

かう国際観光客数が急増した時期であり、もともと

異文化との接触による土着文化の変容現象を研究対

象としていた文化人類学分野が、観光活動に伴う文

化の商品化現象に着目したのである。その後、芸術

品だけでなく、芸能や音楽を含めた様々な文化遺産

を対象に、観光開発が地域文化を再編し、観光文化

として再創造するプロセスを、民族誌として記述す

る作業が行われてきた３．

しかしながらUNESCO等の国際機関が警告してい

るように、実際に観光地化が進展する地域社会が直

面している問題は、伝統文化の保存・継承と、その

持続的な観光利用を如何にして両立させるのか、そ

してそのために地域社会や行政はどのような役割を

果たすべきなのか、という点にあるiｃそれは以下の

ような背景による。すなわち、一般に伝統文化を色



濃く継承している地域の多くは、特定国家の辺境や

開発途上国など経済的に立ち遅れた地域に位置する。

逆に言えば、これら地域は経済開発が遅れたが故に、

豊かな伝統文化が残っている場合が多い。そしてこ

うした地域では、文化遺産を活用した観光産業を育

成することが、地域経済を発展させる上で重要な手

法となる。その為には、資源としての文化遺産を保

存しながらも、同時にこれを持続的に活用する枠組

みの構築が求められるのである。

このような観点に立てば、文化遺産が再編され創

出されるツーリスト・アートについても、こうした

視点からそのあり方を論じる必要性が求められてい

ると言える。しかしながら、今のところこうした視

点からの研究蓄積はほぼ皆無であるのが現状である。

(2)文化政策論的視点によるツーリスト・アート研

究の必要性

文化の生産、分配、消費を文化市場という形で捉

えた場合、こうした市場が二重性を有することを初

めて指摘したのはイギリスの財政学者ピーコック

(Peacokl993)である｡､彼は、本物の絵画などのオリ

ジナルな市場を一次市場、その複製品の市場を二次

市場として分けて考えたうえで、両市場間の関係性

に着目することが重要であることを指摘している。

こうした文化市場の二重性については、近年本邦に

おいても文化政策研究の分野で言及され始めている。

例えば後藤ら（2001）は、ピーコックの考え方を援

用し、芸術活動の質を高めるためには以下のような

視点が必要であることを指摘している。すなわち、オ

リジナルな芸術品を扱う一次市場は本来商業目的で

ないことが多く、また大量生産も不可能であるため

採算を取ることが困難であり、こうした市場におい

て質の高い芸術を創造するためには何らかの公的支

援が必要である。一方、二次市場は複製や量産の技

術を用いて産業化することが可能である。そして、二

次市場における複製品の産業化が進めば進むほど、

これら複製品の質を担保するために、オリジナルの

内容や価値に基づく一次市場は重要性を増すことに

なる。更に二次市場の広がりは複製といえども一般

市民が芸術に触れたり学習したりする機会を増加さ

せ、その質の向上はオリジナルの芸術の価値に対す

る理解を増進する、との見解である5。

なお、こうした文化市場の二重性に関するこれま

での議論は、絵画や音楽などの芸術作品に着目して

はいるものの、観光活動との関連性についてはほと

んど言及されていない。しかしながらこうした考え

方は、文化遺産を資源とする観光活動に対しても適

用可能であると筆者は考えている。すなわち、保存・

継承されてきた文化遺産そのものの生産、分配、消

費を一次市場、そして観光向けに再構築された観光

文化のそれを二次市場として捉えることが可能であ

ると考えられる。

これまでの観光文化を巡る研究は、文化人類学的

アプローチに偏ってきた。したがって文化の変容を

強調するあまり、あたかも観光活動によって原型と

なる文化が不可逆的に変化して観光文化に再構築さ

れ、現在は原型となる文化が消失したかのような記

述がなされることがほとんどであった６。しかしなが

ら、現実には原型となる文化遺産と再構築された観

光文化の両者が同時に並存することが普通である。

このように考えれば、先に述べた文化遺産の保存･継

承とその持続的な観光利用をめぐる課題とは、この

並存する両者の関係性をどう構築するかという問題

に他ならず、文化市場の二重性の考え方を援用する

ことが妥当且つ有効であると考えられるのである。

1-3.本研究の特色と事例設定の妥当性

本稿は以上のような背景に基づき、開発途上地域

におけるツーリスト・アートの事例として、中国･雲

南省麗江納西（ナシ）族自治県（以下、麗江)ｱにお

ける宗教画を利用した工芸品を取り上げる。具体的

には、麗江に伝わるナシ族固有の宗教画である「ト

ンバ画」のモチーフや制作技術をベースとしたツー

リスト．アートに注目し、現地での工芸品製作者へ

のインタビュー調査を通して、その創出プロセスを

明らかにする。同時に、トンバ画制作技術の保存･継

承とその観光利用に対する地元公的機関の意向もヒ

アリングによって把握する。そのうえで、二重市場

の考え方を援用し、今後持続的にツーリスト・アー

トを産業として展開していくうえで地域社会と行政

に求められる役割について考察を行うものとする。

本稿はこのように、地域開発論・文化政策論的視

点からツーリスト．アートのあり方を論じるという

点で独自性を有する。更にトンバ画を基盤とした

ツーリスト．アートの成立経緯を明らかにしている

だけでなく、現地での実地調査に基づくデータを用

いて麗江のツーリスト・アートの実態を報告してい

る国際的にも初の論考であるという点で極めて高い

重要性を有している。

なお麗江は、歴史的に少数民族のナシ族が居住し

てきた地域であり、彼ら特有の社会構造や伝統文化

を継承してきた。また1997年に麗江の中心都市であ

ワ



(1)麗江とナシ族の概況

ナシ族は独自の言語、文字、宗教を有する、総人

口約27万8千人を数える少数民族で、古代売族が南

下して雲南省西北高原を中心とした地域に定住した

民族であると言われる，(写真1)。このナシ族の全人

口の66.5％にあたる１９万８千人が居住するのが、麗

江盆地の中部（海抜2,416m）に位置する麗江である

'０（図I)。そしてその中心都市（県人民政府所在地）

大研鎮の旧市街地部分が、世界文化遺産に登録され

ている麗江旧市街地に当たる（写真2)。なお麗江旧

市街地部分は350.2haで、4,156戸の木造住宅が密集

し、14,477人が居住している（2000年３月現在）!!。
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写真１麗汀lFI市街地在住のナシ族

(出所）大研鎮五一街にて筆者撮影（2001年９月）

Ｌヨ：麗江納西族自治県一・・’
０１００２００３００ｋｍ

図１麗江の位置（出所）当菖者作成

る大研鎮の旧市街地部分（以下、麗江旧市街地）が

世界文化遺産に登録されて以降、急激な観光地化が

進み､ツーリスト･アートの制作が活発化している｡８こう

した点で、観光地化に伴うツーリスト・アートの創

出プロセスと地域社会の関わり方を顕著に見て取れ

る事例であると考えられ、上記の問題意識に立脚し

た研究の対象として適切であると考えられる。

2.調査対象と調査｡分析の枠組み

2-1.麗江とナシ族文化

写真２麗江旧市街地中心部の街路の様子

(出所）大研鎮現文巷竪街にて筆者撮影（2001年９月）

(2)トンバ文化について

麗江は、古くは秦・漢時代から「南方シルクロー

ド」'2および「茶馬古道」13といった交易路上の要衛

であった。ナシ族はこうした歴史的・地理的環境の

中で、漢族、白族、チベット族といった他民族と交

流、広く外来文化を吸収するとともに、民族特有の

文化を形成していったと言われる“。「東巴（トン

バ)｣文化喝はその代表的なもので、自然崇拝を中心

とするナシ族固有の宗教「トンバ教」を基盤とする

伝統文化を指し、彼ら固有の象形文字であるトンバ

文字'‘(写真3)、宗教画であるトンバ画、祭祁･儀礼

形式、習俗などの形で受け継がれてきた。なお「ト
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その一方で、新中国成立後はトンバ画が宗教画と

してではなく純粋な芸術作品として制作され始める。

伝統的なトンバ画の技法を修得した麗江出身の画家

達が、新たな技法を吸収しながら、伝統的なデザイ

ン・モチーフやトンバ文字をこれまでにない表現方

法で絵画作品として発表し始めたのである。現地で

はこうした新世代の画家による新たな形式のトンバ

画を「現代トンバ画」と呼んでいる21（写真6)。更に

1996年前後から麗江が世界的な観光地とし認知され

観光客数が急増したことに伴い、現代トンバ画は観

光土産品としてアレンジされるようになり始めた22。これら

観光土産品は、木版を利用してその表面にトンバ画

を刻印することで製作されることが主流23であるが

(写真7)、製作者によって極めて多様な形式を有して

おり、目下商品として特に統一された呼称が無い。ま

たこうした観光土産品に関連する先行研究も存在し

ない。したがって本稿では何官卜、トンバ画を応用

して観光客向けに制作された工芸品を総称して「現

代トンバエ芸品」と呼ぶことにする。なお麗江県政

府は'999年'２月より、麗江を民族的な特色ある観光

地とするために、旧市街地中心部における観光土産

品店の出店申請のうち、現代トンバエ芸品の制作.販

売を目的とするものには優先的に営業許可を与える

方針を採っており、このことも現代トンバエ芸品制

作の活発化の大きな背景となっている（山村ほか

2001)。

写真４トン（画の例①（神路図と呼ばれるものの部分）

(出所）李ほか（1998)．ｐ､４２

ン（」とは特定の血族あるいは家系における世襲制

の宗教職で、トンバ教における男性祈祷師のことを

指す'7。
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(3)トンバ画について

トンバ画とは本来、神霊、人物、動植物、妖怪等

のモチーフおよびトンバ文字を用いて神話や経文を

表した彩色画のことで、トンバ教における経典や祭

礼用の巻物などの形でトンバが宗教目的に制作して

きたものである噸(写真４，５)。しかし新中国成立以

降１，，１９７０年代末に改革開放政策が採られるまでの

間、トンバ教は他の宗教と同様、政権によってその

信仰が制限、特に文化大革命時（1966～1976年）に

は厳禁された。そしてこの間にトンバ教に関する祭

礼そのものが麗江周辺ではほぼ消滅してしまっただ

けでなく、トンバの世代交代も停止してしまう20。こ

うして、そもそもトンバしか描くことができなかっ

た宗教画であるトンバ画はほとんど制作されなく

なってしまった。

、

写真５トンバ画の例②(巴格図と呼ばれるもの）

(出所）李ほか（1998)，ｐ,５９

ぷ冒一写真３トン（文字

(トンバ文字を用いて書かれた「トンバ経」の部分）

(出所）楊ほか（2000)‘ｐ､７６



写真６現代トンバ画の例

(出所)大研鎮光義街にて制作者の許可を得て筆者撮影(2001年９月）
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写真７現代トンバエ芸品の例（木版に彫刻）

(出所)大研鎮新華街にて制作者の許可を得て筆者撮影(2001年９月）

2-2．調査対象店舗の選定

筆者は、麗江旧市街地のうち観光客が集中する中

心地区、すなわち歴史的な交易広場「四方街」を中

心とした東西約200ｍ×南北約230ｍの範囲を調査対

象地区として、2000年４月から６月にかけてこの地

区に存在する全ての商業店舗286軒の悉皆調査を行っ

ている（図2)。その結果は、経営者属性、店舗所有

形態、販売物特性の分析として別報(山村ほか2001）

にまとめているが、その中で、これら286軒のうち、

現代トンバエ芸品を製作･販売している店舗（以下、

現代トンバエ芸品工房）は27軒存在することを明ら

かにしている（2000年６月現在)。なおこの全27軒

の開店時期と経営者の民族構成については基礎情報

として次節（表l）に掲げておく。

５

図２調査対象地区

(出所）徐（2000）を基に筆者作成

本稿はこれらの結果を踏まえたうえで、現代トン

バエ芸品創出のプロセスと作品制作の実態を明らか

にするために2001年９月に行った実地調査に基づき

論考を行うものである。なお調査の手順は以下に示

す通りである。

①詳細な聞き書き調査を行うために、現代トンバ

エ芸品工房経営者（以下、工房経営者）の中か

らヒアリング対象者の選定を行った。経営状態

に関する詳細なヒアリングは拒否されることが

多いため、調査対象者は該当する工房経営者２７

名のうち、最も早い時期に開業した例、最近開

業した例、および当地のナシ族経営者の例、外

部から流入してきた経営者の例から全て話を聞

けるよう厳選したうえで調査依頼を行い、協力

を了承してくれた経営者５名とした２１．

②聞き書きは、筆者本人が当該工房を直接訪問し、

「普通話(標準中国語)｣25による一対一の直接面

接方式により行った。確認を行った主な項目は

以下の通り。

。経営者属性に関する基礎情報:戸籍・民族区分、

最終学歴、前職、工房の住所、建築所有権等。

。工房開店の経緯に関する情報：開店年次、開店

の動機、トンバ画に関する知識・技術の修得経

緯、作舶のデザイン方法等。

。経営状態に関する情報：起業時の資本金額、資

本金の準備手段、作品の平均価格、1ヶ月当たり

平均売上高等。

③この５名以外の工房経営者や一般市民に対して

も、情報を補足するために必要に応じてヒアリ

ングを行った。またトンバ画制作技術の保存．
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継承とその観光利用に関する実態や意向について把

握するために、麗江県立博物館およびトンバ文

化研究所、麗江県政府等の地元公的機関に対す

るヒアリングも併せて行っている。26

2-3.調査対象地区における

現代トンバエ芸品工房の概況

２
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調査対象地区における現代トンバエ芸品工房は、

27軒全てが作品をその場で制作・販売する工房形式

を採る個人経営の店舗である（写真8)。表Ｉはこれ

ら現在営業中の工房の開店時期と経営者区分を示し

たものである。開店時期については、これら27粁の

工房全てが1996年以降の開店であり、1999年の開店

数が最も多い。別報(山村ほか2001、Yamamura2002）

で明らかにしているように、麗江旧市街地における

他の観光客向け商業店舗も開店時期について同様の

傾向を示している。このことは1995年頃から観光客

入込み数が増加し、観光関連の商業活動が活発化し

たこと、更に1999年に雲南省の省都・昆明で世界園

芸博覧会が開催され、これに伴い雲南省への旅客入

込み数が更に増加したことに起因すると考えられる。

また現行の中国の戸籍制度に基づき、彼らが所有

する戸籍の区分”に着目、麗江の常住（永住）戸籍

を有するものを常住人口､｢暫住証｣2sの発行を受け一

時的に居住するものを流入人口として区分した（表

I)。その結果、工房経営者全体の半数以上(14名)が

常住人口で、そのほとんどがナシ族である一方、約

半数（13名）は流入人口で、うち12名が漢族であっ

た。流入人口の出身地（常住戸籍所在地）について

は特に傾向は無かったが、最も離れた場所としては

東北の黒龍江省から、近い場所としては隣接する雲

南省内の大理州から、というように非常に広いエリ

アから流入した人間が経営を行っていることがわ

かった29。つまり現代トンバエ芸品工房の約半数は、

これまでナシ族文化に全く接点の無かった、流入人

口である漢族によって経営されていることになる。

なお常住人口に漢族が2名、流入人口にナシ族が１

名30存在するが、彼らの文化的背景や地域社会にお

ける位置付けについては不明な点が多く、今回の調

査においても彼らに関する情報を得ることはできな

かった。この点については今後の課題とし、本稿に

おける分析ではこうした経営者については特に触れ

ないものとする。したがって以後本文中、特に断り

のない限り、常住人口のナシ族のことを単に「ナシ

族」と、流入人口の漢族については他地域出身であ

ることを強調して「流入漢族」と呼ぶことにする。
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写真８現代トンバ丁妻吊工房の例

(出所）大研鎮新華街にて筆者撮影（2001年９月）

表１現代トンバ丁妻吊Ｔ房の開店時期と繰言羊体区分

６

経営者数

開店時期
常住人口流入人口

（年）

ナシ族漢族ナシ族漢族

１９９６１００

１９９７２００

１９９８０００

１９９９９００
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現代トンバエ芸品工房の経営者に行ったヒアリン

グに基づき、その調査対象の基礎情況を表2に、開店

動機と作品制作技術の修得に関する回答を表３にま

とめる。なお以下特に断りのない限り、本文中のデー

タはヒアリング調査を行った2001年９月末時点のも

のである。

ヒアリング結果に基づけば、もともと麗江県立博

物館３１でトンバ文字およびトンバ画の研究に当たっ

ていたナシ族のＡ氏が、増収を図るためにこれまで

研究してきた技術を活かした事業を起こしたいと考

え、1993年に博物館を退職、紙や木材を用いてトン

バ画を題材にした独創的な絵画や彫刻の制作に取り

かかった。これが観光土産品としての現代トンバエ

芸品が旧市街地で制作されるようになった発端だと

言われる32．

前章でも述べたとおり麗江周辺では既に宗教とし

てのトンバ教自体が著しく衰退しており、トンバの

伝統的な世襲も途絶えているのが現状である。この

ような状況下、博物館においてこうした消滅しつつ

ある文化遺産の研究活動に当たっていたＡ氏が、そ

０
－
０

２
－
０

3.ツーリスト・アートの成立経緯

3-1.現代トンバエ芸品の成立契機

(出所)2000年６月に筆者が工房経営者全27名に対して行ったヒア

リング調査結果に基づく。調査方法の詳細については別報(山村ほ

か2001）を参照のこと。
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の知識を応用してトンバ画を観光土産品のモチーフ

として用い始めたというわけである。その後Ａ氏は

麗江旧市街地において1996年に観光客向けの店舗を

開店、これが旧市街地で最も早く開店した工房とな

る。そしてこのＡ氏の友人で、当時｢麗江畔酒廠(麗

江ビールエ場)」でパッケージ・デザインを担当して

いたＢ氏（ナシ族)がＡ氏の影響を受け、「もともと

趣味だった木彫り彫刻を仕事にしたい」と考え1997

年に工場を退職、工房を開設した。

ｃ氏が｢木工は先祖伝来の技術である」と答えてい

ることからもわかるように（表3)、もともと麗江は

豊富な森林資源に恵まれており、ナシ族男性にはこ

うした周辺の山から切り出した木材の根の部分を用

いて彫刻を施し、家具や動物を模った置物を制作す

る伝統が古くからある。これは一般に｢根肌｣33と呼

ばれ現在でも趣味として盛んに行われており、普通

ナシ族男性は家族からこの技術を学ぶことが多い鋤。

表２ヒアリング調査対象の基礎1情報

このように観光土産品としての現代トンバエ芸品の

成立の契機は、伝統的な木工技術とトンバ画の技法

を融合させる、という地元ナシ族の若者による独創

的なアイデアにあったことがわかる。

こうしてナシ族の若者によって考案された現代ト

ンバエ芸品であるが、1996年にＡ氏が初めて工房を

開店して間もなく流入漢族の参入が見られたとのこ

とであり35、現在経営をしている流入漢族による工

房のうち一番早期の開店もＡ氏のそれの直後であっ

た（表l)。その後流入漢族の参入は毎年見られ、現

在、全工房中ほぼ半数が流入漢族の経営によるもの

となっていることは前章でも述べたとおりである。

3-2.トンバ画に関する知識｡技術の修得について

Ａ、Ｂ両氏が工房を開店した1996から1997年頃は、

世界遺産登録を前にして麗江で自文化の価値の見直

し機運が高まっていた時期であり、トンバ文字・ト

ンバ画についても、1995年２月に麗江県立博

経営者

(年齢・性別）

Ａ氏

(３３才・男）

Ｂ氏

(27才・男）

Ｃ氏

(20才・男）

Ｄ氏

(33才・男）

Ｅ氏

(２９才・男）

戸綴区分
工扉の住所

（出身地・民族）

光義街斬院潅

光義街現文巻

光義街現文巷

四方街

新蕪街茜山下段

常住

(腿江･ナシ族）

常住

(腿江･ナシ族）

常住

(肥江･ナシ族）

流入

(四川・淡族）

流入

(広西・漢族）

Ⅲ01110.

工房の概況

最終学歴前職

剛麿零次1薦：
民営借家高校卒照江県立仰物館1996

（研究 員）(1,100元）

公営借家中学卒腿江ビール工場1997
（焚術担当）（700元）

小学校卒潟遭’００．鷲）
民営借家

大学卒職業中学教師2000
（1,150元）

小学校卒旧市街地で民営借家２０００
湘理販売 （ 3 0 0 元 ）

最終学歴Ｉ前職

アルバイト

(木材Ｔ等）
小学校卒

大学卒 職業中学教師 靴IOIO

物館が一般住民向けに読み方、書き方を教え

る短期コース「トンバ文化学校」を開講して

いる。実はＡ氏は当時、このコースの客員講

師の一人として加わっている。結局この講座

は1998年に行われた第５期まで続き、全部で

135人の修了生を輩出した。その多くは地元住

民の１０～20代で、彼らの中から初期の工房開

店者が現れたという”・今回の調査ではこの

講座の修了生を確認することができなかった

(出所)経営者本人へのヒアリング（2001年９月）に基づき筆者作成(筆者訳）ため、この講座が実際の工房経営に与えた影

響については今後更なる調査が必要である。

表３工房の開店動機とＴ葵技術の修得につ い て し か し な が ら 、 ト ン バ 教 自 体 が 著 し く 衰 退 し 、

前職の藷翠販売は政府に

禁止され（注2)、収入も

良くなかった｡腿江では

最近､木彫り工芸が土産

物として人気で､収入も

良いため、経験はなかっ

たが挑戦してみようと思

った。

トンバ面に関する知識・技術の修符経紳、
経営者工湧朋店の動擬「根碓｣技術の修得方法宗教画としてのトンバ画を制作する場や宗教および作品のヂザｲﾝ方法

元職場の給与が良くなもともと生活の中でﾄﾝバ画に関する知戯はあるもともと生活の中で身に的意義が一股市民生活の中からは事実上失わ
低；､し潔職篭:噸蹴鞠蝋繍蝋ついていた。

れている状況下、このように、本来のトンバったｃ作品は過去のﾄﾝバ画の意匠を応用し、自ら自由
にアレンジしてデザインしている。

もともと趣味だった木彫ﾄﾝバ画の意味については生活の中である程度知生活の中で自習して身に画に関する知識を一般住民が共有する機会が

砥＆烹仕燕にしたいと。ている｡織議法は自己流。ついていた。 設けられたことは、結果として現代トンバエ作品の大部分は過去のトンバ画の意匠をアレンジ

した自分の創作。ﾄﾝパ面の図案製（番籍）を参
芸品を怖'l作する上での知識や技術の普及に大考にすることが多い。

蝿江では木彫り工雲の収ﾄﾝパ画の意雛については生溝の中である濯度絢農蝋駕:鰯きな役割を果たしたと考えられる。このことc氏入が良いから。っている.描画法は自己流｡

作品は､図案集(書籍)などを参考に､過去のトわった｡その後さらにアル
は以下に示すような講座中止の背景から見てﾝバ画をﾓﾁｰﾌとして自分で創作｡ｲﾄで技術を高めた｡

前職に興味がなかったかﾄﾝバ画の意味や描画法はA氏に教えてもらって腿江でA氏に手ほどきを受も強く示唆されよう。､氏ら。いる｡けた｡
作品のデずｲﾝは､全くの創作と､伝統意匠をそ

この言蘇座が開講された当時は、ちょうど麗のまま用いたものの二種がある｡

鰹餓繍撤雛鰯態麗i駕職捌麗ｼ雛:糎耀篤江が急激に観光地化していた時期であり、卜
良くなかった｡腿江では作品の意匠は全くの自分の創作｡お手本はない｡で修得した。

ン（文化の価値を純粋に学ぼうという受講者E氏最近､木彫り工芸が土産これまでの経験と他の作品を参考に自分のインス

物として人気で､収入もピﾚｰｼﾖﾝを加えて制作している｡
よりも、観う胎十産品制作の技術として学ぼう良いため、経験はなかっ

たが挑戦してみようと思

とする者が次第に多くを占めるようIこなってった。

(注1）Ａ～Ｅの各氏は表２１こ対応。しまったという。こうした状況下、「講座開講

(注2)麗江旧市街地における弱翠販売禁止の経緯については拙稿(山村ほか2001）の目的が文化遺産の保存．継承であるにも関
を参照。

(出所)経営者本人へのヒアリング（2001年９月）に基づき筆者作成(筆者訳）わらず、講座の存在が逆に文化遺産の誤用と

もともと生活の中でﾄﾝパ画に関する知戯はある

程度持っていたが、その後、前職（肥江県立博物

域）にてトンパ画に関する知戯･描画技術を研究。

作品は過去のトンパ画の意匠を応用し､自ら自由

にアレンジしてデザインしている。

トンパ画の意味については生活の中である程度知

っている。描画法は自己流。

作品の大部分は過去のトンバ画の意匠をアレンジ

した自分の創作。ﾄﾝパ面の図案製（番籍）を参

考にすることが多い。

元職場の給与が良くな

く、自分の持つ技術を活

かして、起業しようと思

った．

トンパ画の意味については生活の中である程度知

っている．描画法は自己流｡

作品は､図案集(書籍)などを参考に､過去のﾄ

ﾝバ画をモチーフとして自分で創作｡

トンバ画の意味や描画法はＡ氏に教えてもらって

いる。

作品のデずｲﾝは､全くの創作と､伝統意匠をそ

のまま用いたものの二種がある｡

ﾄﾝパ画に対する知議は腿江での生活の中でナシ

族や啓濡から学んだ｡描画法は自分で創出した｡

作品の意匠は全くの自分の創作｡お手本はない｡

これまでの経験と他の作品を参考に自分のインス

ピレーションを加えて制作している。

腿江では木彫り工芸の収

入が良いから。

前職に興味がなかったか

ら。
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1,000元強

に見ると、商業ベースに乗る土産品としての現代ト

ンバエ芸品の商品化においては、流入漢族が担う役

割が大きいことが示唆される。

こうした価格差についてＡ,B,Ｃ氏ともに、ナシ族経

営者は時間をかけて非常に精巧に作品を制作するた

め、低価格にはできないのだという４０。特にＢ氏は

質の高い作品をつくろうという意識が強く、作品の

価格は他の工房の同様式の作品と比べ著しく高額な

ものになっている（表4)狐。

その一方で、Ａ氏の工房開店後中国各地からやっ

てきた漢族の人々は、トンバ画に関する知識や「根

雌｣を制作する技術はナシ族に到底及ばないものの、

商業ベースに乗るような作品を作る技術に長け、豊

富な資本と優れた経営ノウハウを有しているため、

安価且つ土産品としても面白い作品を作り始めたの

だと言う鯉。ナシ族の作品価格に比べ流入漢族の作

品価格はかなり安いにも関わらず、売上高は流入漢

族がナシ族のほぼ三倍を得ていることが、それを物

語っていよう（表4)。

もちろんこうした価格や売上高の傾向については、

調査対象となった代表的な工房のみの事例であり、

旧市街地にある全工房の価格を調査したわけではな

いので統計的な証明は出来ない。しかしこの５軒以

外の工房のナシ族経営者からも「流入人口は商業意

識が強すぎる。作品の値段もかなり安い。我々当地

のナシ族は文化を創っているのに対し、彼らの工芸

品制作は全くの金儲けだ｡｣という、ナシ族と流入漢

族間における価格差の存在を指摘する声が聞かれた

こと｡卿や、筆者自身、旧市街地住民から｢高額でも良

いから本物の作品を買いたいのならＡ氏かＢ氏の工

房へ行け」という指摘を受けたこと“などを併せて

考えると、こうした価格差や収入差はかなり一般的

に存在するものと思われる。

こうした状況下、工房経営者はトンバ画の意味や

制作技術について正確な情報を得る方法を有してい

ないのが現状である。ヒアリング結果からもわかる

ように、もともと博物館でトンバ画の研究をしてい

たＡ氏以外は、書籍や知識のあるナシ族から教授を

受けることで、トンバ画の意味や描画方法を修得し

ているか、あるいは全くの自己流でトンバ画を描い

ている（表3)。こうした状況下では、トンバ画に関

する正しい情報が工房経営者に理解されているとは

言い難く、見よう見まねで制作される安

易な商品が氾濫する恐れも十分考えられ 表４現代トンバ丁芸吊の販売価格と各工房の経営状態

1,000元

作品の平均価格

木版彫刻画（大）木版彫刻画（小）

500元100．元

1ヶ月当たり

平均売上高

１，０００元強

る。 起業時の資本金額

(資本金の箪伽手段）

約12,000元

（個人の貯金）

戸籍区分

(出身地・民族）経営者（出身地．民族）
ザ句､凸一ヶご

flk住

Ａ氏（雅江．ナシ族）
術住

Ｂ氏（腿江．ナシ族）
Ｆ

、常住

Ｃ氏（腿江．ナシ族）
流入

、氏
（四川・漢族）

流入
Ｅ氏

4.工房の経営実態

4-1.作品販売価格と月平均売上高
約1,000元

(個人の貯金）

術住

(腿江・ナシ族）

商品化を助長してしまっており、博物館の教育活動

として認められない」とする意見が行政や博物館内

部で強まった。更に博物館自体が運営資金の不足に

見舞われていたこともあり、この講座は'998年に中

止となってしまう。-博物館側はその後もトンバ画の

観光利用に関して一貫して反対する立場を取り続け

ており、現在も講座再開の目処は立っていない37。

なおトンバ文化研究所3Sによれば、２００１年９月現

在、最後の世代のトンバは、戦前生まれの僅か3名が

残るのみとのことである。こうした状況下、トンバ

画の体系的な研究および保存活動に当たっているの

が麗江県の公的機関である県立博物館やトンバ文化

研究所である。特にトンバ文化研究所は、トンバの

素養がある１０代の若者８名を麗江各地から集め、全

寮制で次世代のトンバの育成に当たっている。こう

した活動を通して、一旦極度に衰退しているため完

全とまでは言えないものの、絵画制作技術の復活と

継承が進められつつあるｏしかし同研究所も博物館

同様、観光活動におけるトンバ画の商業利用につい

ては「明らかに文字や画の意味の誤用が目立ち、民

族文化の乱れ」であるとして一貫して反対の立場を

とっており、現代トンバエ芸品の制作に関して一切

関わりを持とうとしていないｏ3，

4,000元

一
元
一
元

表4はヒアリング対象の工房5軒におけ

る作品価格と経営状態についてまとめた

ものである。ナシ族経営の工房は相対的

に作品価格が高く、月平均売上高が低い

一方で、流入漢族の工房は相対的に作品

価格が安く、高い売上を上げていること

がわかる。また起業資金についても流入

漢族の方が豊富に有している。このよう

約2,000元

(個人の貯金）

、常住

(腿江・ナシ族）

流入

(四川・漢族）

流入

(広西・漢族）

後
後
後

前
前
前

一
元
一
元
一
元

０
０
０

０
０
０

７
０
０
３
３

一
元
一
元
元

０
０
０

０

４

４

200元

８

約12,000元

(個人の貯金）

約15,000元

(個人の貯金）
280元

(注１）Ａ～Ｅの各氏は表２に対応。

(注２）木版彫刻画(大）：直径約30～40ｃｍの皿形の木版にトンバ画を彫刻、彩

色したもの。木版彫刻画(小):直径約15ｃｍの皿形の木版のトンバ画を彫刻、彩

色したもの。いずれも原材料として同一販売ルートから同一規格の木版を購入し

ているので価格の比較が可能。

(出所）経営者本人へのヒアリング（2001年９月）および工房での確認に基づき

筆者作成（筆者訳）



4-2．民族間格差の背景

このようにナシ族経営の工房と流入漢族のそれと

で販売価格や収入に格差が生じていることの背景と

しては、まず観光地としての歴史が浅い麗江では、ナ

シ族の側に経営ノウハウや商業ベースに乗るような

作品制作技術の蓄積が充分になかったことがあると

考えられるが、それ以外にも以下の二点を指摘して

おく必要があろう。

まず、別報（山村ほか2001）においても指摘して

いるように、現状の中国の戸籍制度が流入人口の経

営形態に大きく影響していると考えられる点である。

すなわち既に述べた通り'5、中国の戸籍制度上、常

住戸籍所在地以外に居住を希望する場合は、有期限

の暫住証に基づかねばならず、流入人口が永住許可

を得ることは通常非常に難しい。そのことが結果的

に、短期的な経済利益最優先の経営形態に結びつい

ていると考えられる。麗江県公安局の担当者も、こ

うした背景により、流入人口の店舗経営者の多くは

景気の良い観光地で稼ぎ、その場所がだめになれば

また別の地域へ転出していく傾向にあることを指摘

している'6。

もう一点はヒアリング結果からも示唆されるよう

に、ナシ族と流入漢族で、作品制作に対する態度の

差があると考えられる点である。つまり、ナシ族経

営者は、どちらかと言えば現代トンバエ芸品の制作

に当たり、自文化に関連する作品を高い質で制作し

ていこうとする傾向があるように見受けられる。例

えば前述の、ナシ族経営者による「文化をつくって

いる」という発言‘'7は、現代トンバエ芸品のベース

となっているトンバ画と「根雌」技術は、自民族が

継承してきた文化遺産の一部であり、その質は自ら

が保持しなければならない、という意識の表れとも

理解することができる。こうした点については、今

回の調査結果のみでは情報が不十分であり、今後の

課題としたい。

5．文化遺産の継承とその観光利用に関する考察

以上の調査結果をもとに、本節では文化市場の二

重性の考え方を援用しながら、今後、ツーリスト・

アートとしての現代トンバエ芸品を産業として持続

的に展開していく上で、地域社会と行政に求められ

る課題について考察を加える。

5-1.文化遺産の保存。継承に関する課題

現代トンバエ芸品の制作に文化市場の二重性の考

え方を援用すると、その文化的母体としてのトンバ

９

画は一次市場として捉えることができる。そして宗

教画としてのトンバ画制作が地域社会でほとんど行

われていないという現実は、二次市場としての現代

トンバエ芸品を制作するにあたり、その質を担保す

べきオリジナルの文化遺産が一般の社会生活の中か

らはほぼ失われていることを意味する。

そもそもこうした文化遺産は民族の生活の知恵と

して社会的意義を持って継承されてきたものである

から、現在のトンバ教のようにその社会的意義を

失ってしまった場合、地域社会の中での継承は不可

能である。こうした文化遺産の保存･継承の作業は、

その非営利的性格から、当面はトンバ文化研究所な

ど既存の公的セクターが担うことが現実的であると

思われるが、その継承には多額の費用が必要となる

ため、政府等による特別な公的支援が必要不可欠で

ある。一般に文化遺産の保存というと、歴史的建造

物等、有形の遺産の修復・修繕が優先され、無形の

ものは把握が困難なこともあり、その保存は後手に

回ることが多い。麗江における文化遺産についても

同様で、具体的な保存計画を有するものは世界文化

遺産として登録されている旧市街地の建造物群のみ

であり、トンバ画の制作技術を含めた無形遺産に関

する具体的計画や公的支援は目下存在していない

(山村２００１、山村ほか2001)。

現在公的機関が行っているトンバ画の継承活動で

ある、トンバ文化研究所の取り組みを見ても、ほぼ

全ての活動資金を国際的な資金援助に頼っているの

が現状である。更に、その他の財雪政的な支援や、観

光産業における収益でこうした保存・継承活動資金

を賄う仕組みは目下存在しておらず、「国際援助だけ

では財政的に困難」な状況となっている48．こうし

た保存･継承活動を促進するための枠組み整備や、財

政的な支援体制を確立するため、行政の速やかな政

策実施が望まれよう。

文化遺産の継承が断絶してしまえば、ツーリスト・

アートはその母体となる文化を失うことになる。こ

のことは結果としてツーリスト・アート自体の著し

い質の低下、ひいては市場価値の低下につながる危

険性をはらんでいる。文化遺産は継承する努力を怠

ると容易に断絶してしまうことについては多くの研

究が指摘するところであるのだが49、こうしたツー

リスト・アートの質を担保する意味での文化遺産継

承の重要性についてはこれまでほとんど議論されて

こなかった。今後は例えば観光産業による収益の文

化遺産保存への還元といったように、観光産業と文

化遺産の保存・継承との持続可能な関係性を構築し

ていく上でも、こうした視点での研究蓄積ならびに



政策・仕組みづくりが重要となろう。

5-2.遺産‘情報へのアクセスに関する課題

次に、トンバ画に関する情報、すなわち文化遺産

の価値や重要性に関する情報がどのようにツーリス

ト・アート制作者に提供されているのかという点に

着目して考察を加えたい。現在の麗江ではトンバ教

を司るトンバがほとんどおらず、宗教行事等も衰退

しているため、日常生活の中からこうした情報を得

ることはほぼ不可能である。また、トンバ画の保存・

継承に関する活動を行っている県立博物館ならびに

トンバ文化研究所ともに、現代トンバエ芸品の制作

に関して今後も一切の関わりを持とうとしていない

ことも前述のとおりである。つまり、保存・継承活

動の結果が実際のツーリスト・アートの質として反

映されるネットワークや仕組みが存在していない。

こうした状況下、ツーリスト・アート制作者は、そ

れぞれ自由勝手にトンバ画の意味や技術の解釈を行

い、作品の制作・販売を行っている。またやる気の

ある工房経営者がトンバ文字やトンバ画について知

ろうとしても、Ａ氏のような元研究者から教授を受

けるか、書籍や既存のトンバ画、あるいは地域住民

から断片的な情報を得るしか学習の場がない。つま

り、現代トンバエ芸品の質は完全に経営者個人に委

ねられており、しかも正しい情報が制作者に理解さ

れているとは言い難い。これでは現代トンバエ芸品

が産業として全体的な質を向上させ、持続的に発展

していくことは困難であると言わざるを得ない。

こうした状況を踏まえると、遺産に関する正しい

情報が制作者側に反映されるためには、保存・継承

を担当している機関と制作者との間に何らかの関係

性やネットワークが構築され、遺産に関する情報へ

のアクセスが確保される必要がある。この点は、

ICOMOSが国際文化観光憲章の中でその必要性を強

調している「文化遺産へのアクセス権」として理解

できるものである５０。既に中止されてしまったが、か

つて行われていた県立･博物館主催のトンバ文化学校

は、こうした意味で遺産情報へのアクセスを提供し

うる重要な場であったと言え、その再評価が望まれ

よう。

このようにして遺産情報へのアクセスの確保に

よって、正しい情報が制作者に反映され、現代トン

バエ芸品の質を向上させることができれば、こうし

たツーリスト・アートに基づく二次市場を通して

人々の興味や学習効果を高めることができ、結果的

にこれらの人々の本物、すなわち遺産そのものへの

関心の向上に貢献できる可能性がある。こうした点

を遺産の保存に関わる機関が理解し、観光産業に対

する情報アクセスの提供をより積極的に行う必要が

あると言えよう。

5-3.経営状況の民族間格差をめぐる課題

現代トンバエ芸品工房の経営状態に着目してみる

と、民族間で大きな差があることが明らかになった。

すなわち、ナシ族は質の高い作品の制作を目指すが

収益性に欠ける傾向にあること、流入漢族は安価で

手ごろな作品制作を行うが収益性が高い傾向にある

こと、が示唆された。このことを、ツーリスト･アー

ト自体の質の向上という点から見ると、それを妨げ

る可能性のある要因として以下の二点を指摘するこ

とができよう。すなわち①本来の文化の継承者であ

るべきナシ族住民は相対的に市場競争力が弱く、自

らの文化遺産を商品化・産業化していくプロセスに

おいて主体性を十分に発揮できていない可能性があ

ること、②流入漢族は近視眼的な商業主義経営に走

る傾向にあり、自らの持つノウハウや資本をツーリ

スト・アートの質の向上に十分に活かしていない可

能性があること、の二点である。

まず①についてであるが、適切な政策メニューの

不足が課題として指摘できよう。すなわち、麗江県

政府は観光振興政策において、旧市街地中心部にお

ける観光土産品店の出店申請のうち、現代トンバエ

芸品の制作・販売に対して優先的に営業許可を与え

る方針を採っているものの、単に出店申請を優先的

に許可するのみで、資金面や技術面での起業支援と

いった産業支援策は存在していない。したがって当

地のナシ族住民が観光産業への参入を希望しても、

そのための機会を逃してしまう可能性がある。つま

り、一般に流入漢族と比べ資本やノウハウの面で競

争力の低い当地のナシ族住民は、観光産業への参入

が相対的に難しい状況にあると見ることができる。

当然のことながら観光産業への参入の機会は全ての

住民に平等に保障されるべきものであり、資金やノ

ウハウの面で支援の必要な住民に対･しては、行政に

よるサポートが必要になろう。すなわち人材育成や

工芸品を商業ベースにのせる為の指導、起業家向け

資金援助制度等、支援を必要とする住民の能力を高

めるために、きめ細かなサポートが政策的に行われ

る必要があると考えられる。こうした地域行政によ

る産業振興政策により、ナシ族が主体性を持って参

入できるようになれば、本来の地域の文脈を生かし

た作品創出の試みが活発化するだけでなく、ナシ族

自身が主体的に、文化遺産の重要性や地域の魅力を

観光客に伝達することも可能となろう。そして、結

1０



果としてツーリスト・アートの質が高まるだけでな

く文化遺産の継承にも貢献することが可能になると

思われる。

次に②についてであるが、流入漢族が如何に当地

の文化遺産の価値を理解し、これを作品制作に活用

していくべきか、そして先住民族が集住している社

会にどう組み込まれ、協調して混住社会を形成して

いくべきか、といった問題である。こうした問題は、

これまで人口移動を厳しく制限し、戸籍制度により

地域内外の人口を明確に区分してきた中国において

は、全くといっていいほど無視されてきた視点であ

る。麗江においても現段階では政策的に全く考慮さ

れていない。しかしこの点が解決されない限り、民

族間の経済的格差は是正されず、地域経済全体の発

展に不利な状況となる可能性がある。

この点についてまず指摘すべきなのは、現在、現

代トンバエ芸品の制作は各経営者が全く勝手に方針

を立て行っており、同業者間の連携が全く見られな

いことである。トンバ画の価値や技術に関する情報

の共有にしても、特定の制作者間において個人レベ

ルで行われているのみであるし、同業者が全体とし

て産業の質を上げていこうとする動きも全く見られ

ない。産業としてツーリスト・アートの全体的な質

の向上を図るためには、彼ら工房経営者間の横のレ

ベルで、文化遺産の価値や技術に関する情報を共有

したり、意見や利益を代表したりする仕組みも必要

になろう。

また先にも触れたとおり、流入人口の経営形態に

は、現状の中国の戸籍制度が大きく影響している点

も重要な課題である。すなわち有期限の暫住証を有

する流入人口が、麗江に永住することは通常非常に

難しく、そのことが結果的に、短期的な経済利益最

優先の経営形態に結びついていると考えられる点で

ある。こうした状況下では当然、流入人口は利潤第

一で売れ筋商品を安価で大量に制作することとなる

し、地域住民としてのアイデンティティも構築され

にくいことは容易に想像できる。なお戸籍制度につ

いては、市場経済と矛盾、法の下の平等を保障した

憲法に反するものであると中央政府も認識しており、

今後５年以内に全面改革の方針を表明している５１。

したがって、流入人口に対する居住制限が無くなる

のは時間の問題であると考えられ、今後はツーリス

ト・アートの制作のみならず、社会生活全般におい

て彼ら流入人口を如何に新住民として地域社会に取

り込み、新旧住民による新たなコミュニティを構築

していくか、という点がより現実的な課題となって

こよう。

｜’

6.まとめ一ツーリスト°アートと文化遺産

の持続可能な関係性構築に向けて一

本稿では、ツーリスト・アートの創出過程を把握

するために、麗江旧市街地中心部において現代トン

バエ芸品を制作している工房経営者ならびにその他

の住民、そして地元公的機関に対してヒアリング調

査を行った。その結果をまとめると以下の３点に要

約できる。

1）当初ナシ族の若者によって考案された現代トン

バエ芸品の制作は、その後ナシ族と流入漢族の

両者の参入により展開している。

2）ナシ族は質的に高い作品を目指す傾向にあるが、

商業ベースに乗る土産品として商品化するにあ

たっては流入漢族の担う役割が大きい。

3）その結果、ナシ族と流入漢族の間で収入格差が

生じている。

これまで観光文化の創造により地域社会、特に少

数民族社会が文化遺産の再活性化を成功裏に図つた

事例は多く報告されているが、いずれも少数民族社

会のみに着目した報告であり52,本調査地のように

複数の民族が混住する社会において少数民族文化を

ベースとしながら観光文化を創造した報告はない。

こうした点でも本事例は多民族が混住する社会にお

ける観光文化の創出事例として貴重な知見を提供す

るものである。

更にこうした知見を、文化市場の二重性の考え方

を援用することで考察した結果、現代トンバエ芸品

産業を持続的に発展させていくためには以下のよう

な課題があることを指摘した。

a）行政の速やかな政策実施による、文化遺産とし

てのトンバ画を保存･継承するための枠組みや、

財政的な支援体制の確立。

b）工房経営者による遺産情報へのアクセスを可能

とするための、保存・継承を担当する機関と工

房経営者の間における関係性やネットワークの

構築。

c）ツーリスト・アート産業参入希望者に対する人

材育成や資金援助等、公的起業家支援策の実施。

d）地域住民としての流入人口の取り込みおよび、

工房経営者間での情報共有や意見を代表する仕

組みの構築。

本稿は現代トンバエ芸品というツーリスト・アー

トに限って分析を行っているため、得られた知見は

限定的なものである。しかしながら、以上見てきた

ようにこれらの知見は、ツーリスト・アート産業を



持続可能な形で発展させていくためには、ツーリス

ト・アートを扱う市場と、その文化的母体となる文

化遺産の保存・継承との間に、情報面、財政面の双

方において相補的な関係性をうまく築く必要がある

こと、そのためには政府等の公的セクターの役割が

重要であること、を強く示唆するものである。すな

わち、情報面とは遺産の価値や重要性に関する情報

のことであり、これがツーリスト・アート市場にも

たらされることで、ツーリスト・アートの質を向上

させ得る。財政面とは公的支援やツーリスト・アー

ト市場における利益のことであり、これによって遺

産保存の資金を賄うことができれば、遺産の保存･継

承を促進し、遺産自身の質の高いレベルでの保持が

可能となる。そしてそれによって初めてツーリスト・

アートの質も担保される。

このような好循環を形成することでツーリスト・

アートの質を向上し、その市場を拡大することがで

きれば、観光客の遺産に対する関心や学習の機会を

増大させることが可能となる。更にこうして本物に

興味を持った観光客が再度現地を訪問したり、その

保存に何らかの形で協力したりすることも考えられ

る。このことは観光活動が遺産の保存・継承に、教

育面、資金面で貢献できるひとつの可能性を示唆し

ている。こうした循環は、実は音楽や絵画などの芸

術については、オリジナルな市場と複製品市場との

間で、著作権等のルールとして制度設計されること

が普通である。本稿での知見を踏まえれば、文化遺

産を資源として利用する観光形態においてもこうし

たルール作りが急務であると言えよう。

今後は、他のツーリスト・アートの事例の分析を

進めることで本研究の視点を更に発展させるととも

に、文化を扱う市場に関する様々な知見を整理し、文

化遺産の保存・継承とその観光利用の間のルール構

築についてより実践的な検討を進めることが課題で

ある。
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補注

'民族芸術品とは、特定民族の社会において生活に密着し

て発達してきた美術品や工芸品のことを指す。なお民族

｢芸術品」ではなく民族「芸術」と言うときは、特定民族に

伝わる歌謡、舞踊、演劇などの芸能も含む。石川ほか編

(1994),pp,755-756参照。

2社会･経済の発展における文化遺産の役割について､近年

世界銀行が報告書(CulturalHeritageandDevelopmentNetwork

l998)を発表しているが、その中では、文化遺産には物質文

化、表現文化、生活文化が含まれると明確に定義されてい

る｡(原文ではmateriaLexpressiveandlivingculture｡）

3例えばその代表的なものに、Mckean(1989)、山下(1997)な

どがある。

州近年UNESCOやICOMOSは単に文化遺産の保存を訴える

だけではなく、こうした遺産を活用した、地域社会の管理

による持続可能な文化観光産業の創造の必要性を訴えるよ

うになっている。例えばUNESCOPROAP(2000)などを参

照。またＩＣＯＭＯＳの国際会議においては､DrdAckｼが拙稿

(YAMAMURAetaL2001)を引用した上で､世界遺産都市の

保存と観光活動のあり方について問題提起を行っているの

で、そちらも参照されたい｡DrdAckｼ(2002）

5後藤(2001),”6-7,pp､64-65

‘こうした既往研究における観光文化に対する論調は、大

別すると以下の二つのどちらかの形をとることがほとんど

である｡①観光文化はauthenticiw(真正性)を欠いた模造品で

二流のものとして否定的に論じたもの。②観光活動による

創造性に富む文化として肯定的に論じたもの。例えば前者

にはGreenwood(1977)などが、後者にはMackean(1989)など

がある。

7以下、特に断りのない限り、現地での慣例に従い「麗江」

とは「麗江納西族自治県」のことを指す。また、ナシ族の

中国語表記は「納西族」であるが、これはナシ語の民族呼

称「ナシ」に、音の近い漢字を当てたもの。本稿では原語

がナシ語であることを考慮して以下「ナシ族」と表記する。

8麗江旧市街地は1997年12月、伝統的な住宅建築と都市構

造、その集合体としての歴史的市街地景観を評価の対象と

して、ユネスコにより世界遺産リストに登録された。なお、

世界遺産登録に伴う観光産業隆盛化の実態については拙稿

(山村2001、山村ほか2001)を参照されたい。

，ナシ族総人口のデータは１９９０年現在のもの。郭ほか編

(1999),pP､419-421.

10人口データは1996年末現在のもの。ちなみに同時期にお

ける麗江県の総人口は33万５千人。雲南省麗江地区行政公

署・地方誌弁公室(1997),p,60、中国国家統計局綜合司編

(1994),p,１５５

１１大研鎮政府提供の内部資料による。2000年１２月提供。

'2西北シルクロードと並ぶかつての重要な国際交易ルート。

東西二道あり、そのうちの西道が四川省成都から麗江を経

て雲南省西南部経由でインド等の諸外国と結ばれていた。

'3かつてチベットと雲南を結んでいた主要交易路。荷馬の

商隊が茶葉を運んでいたことからその名が付いた。雲南の

プーアルから昆明、大理、麗江を経てチベット、インドへ

と結ばれていた。

Mナシ族の歴史・文化についての詳細は、郭編(1999)、麗江

県共産党委員会､麗江県人民政府編(2000)などを参照。

'5中国ではトンバを「東巴」と表記するが、これはもともと

のナシ語の発音「トンバ」に音の近い漢字を当てたもので

Ｉ？



ある。したがって本稿では原語がナシ語であることを考慮

して、以下、片仮名で「トンバ」と表記する。なお、本邦

では「トンパ」と記されることが多いが､原語の発音は「ト

ンバ」に近い。

１６世界唯一の生きている象形文字と言われ1,400余の字形を

有する。

１７麗江県共産党委員会,麗江県人民政府編(2000),pp､408-443

1s郭編(1999),pp､479-484

191949年の中華人民共和国の成立を指す。

２０高(2001),p､174

21トン（画の特徴と現代トンバ画の成立経緯については郭編

(1999),pp479-484に詳しい。

22麗江の観光地化の経緯については拙稿(山村2001、山村ほ

か2001)参照。

23その他、紙や壷を用いるものもあるが、木版が圧倒的に

多い。

鋤基礎情報収集のための実地調査を行った2000年６月から、

工房経営者5名のヒアリング調査を行った2001年９月まで

の1年強の間に､新規に開店した工房が存在したが､両デー

タの整合性を確保するために、2000年６月時点で経営して

いた工房のみを対象として、その中からヒアリング対象者

を選定するものとした。筆者の確認によれば、2000年６月

には調査対象地区内に２７軒だった現代トンバエ芸品工房

が、2001年９月には８７軒に増加した。

25「普通話」とは中国国家の標準語として指定されている、

北京方言に基づく漢語のこと。麗江旧市街地においては、

ナシ族であっても高齢者でない限り普通語で会話すること

が可能であるためナシ語通訳は用いていない。

26なお本稿におけるヒアリング調査対象の記述方法につい

てであるが、公人としての発言の場合で、且つ本人に論文

掲載の了解が得られた場合のみ実名を記すこととし、それ

以外の場合はアルファベットを用いた仮名による表記とす

る。

27中国では、1980年代後半以降の改革開放政策と人口移動

に関する制限の緩和により、人口の移動が条件付ながら自

由化された｡戸籍は公安部門の管轄で､その土地の常住戸籍

(永住戸籍)を有する人口を｢常住人口｣､常住戸籍所在地を離

れ､｢暫住証｣(暫定居住許可証)の発行を受けることで臨時的

に居住する人口を｢暫住人口｣と呼んでいる。

28現在、麗江に在住を希望する者は、公安局管轄下の当該

派出所での正式な手続き、審査を経て、’年以内の特定期間

が指定された暫住証の発行を受けることができる。期限失

効に際しては､通常1年以内の延長が再審査により可能｡な

お常住戸籍登録地の変更は厳しく制限されているため、彼

らが麗江の常住戸籍を得ることは非常に難しい。麗江県公

安局(2000年６月)、大研鎮政府(2000年’１月)でのヒアリン

グによる。

29雲南省内３名(うち昆明市２，大理白族自治州l)、広西省２

名、その他の省８名(黒龍江省、河北省、侠西省、江蘇省、漸

江省、湖北省、湖南省、四川省の各１名)。

30流入人口のうち１名は江蘇省の戸籍を持つナシ族である。

民族的には麗江ナシ族と同一であるが、どのような経緯で

麗江に来て、工房を開店するに至ったかについては、今回

の調査では明らかにできなかった。

3,,980年に麗江県が設置。麗江の歴史・文化・自然に関す

る資料の収集・整理、研究活動に当たっている。

32Ａ氏本人および他の工房経営者へのヒアリング(2001年９

月)、ならびに旧市街地住民ｘ氏(現文巷竪街)へのヒアリン

'３

グ(2000年５月)による。

33ｇｅｎｄｉａｏｏ

３１郭編(1999),Pp498-500

35A氏およびＢ氏へのヒアリングによる(2001年９月)。

36第１期は、学生数５０人、毎日午後に授業を行う３ヶ月の

コースとして、１期当たり150元の学費で開始された。第２

期からは文化保全のための教育という観点から学費を無料

にし、人数、カリキュラム等も変更しながら３年間を経て

中止となった。Ａ氏ならびに麗江県立博物館研究員．Ｍ氏

へのヒアリングによる(2001年９月)。

37麗江県立博物館研究員。Ｍ氏へのヒアリングによる(2001

年９月)。Ｍ氏は当時のトンバ文化学校の担当者であるが、

現在でもこうした文化の商業化について「絶望的だ」と否

定的に捉えている。

36,98,年に設立された、県政府管理下のトンバ文化専門の

研究機関。文化大革命で継承の途絶えたトンバ教を保護す

るため､最後の世代のトンバから教育を受けた12人の研究

員がトンバ文化の保存・継承活動に当たっている。トンバ

文化研究所副研究員･王世英氏へのヒアリングによる(2001

年９月)。

39トン（文化研究所副研究員・王世英氏へのヒアリングに

よる(2001年９月)。

４０Ａ,B,Ｃの三氏へのヒアリングによる(2001年９月)。

４１Ｂ氏本人へのヒアリングによる(2001年９月)。

42Ａ.B罰Cの三氏、トンバ文化研究所副研究員.王世英氏(2001

年９月)、ならびに旧市街地住民Ｘ氏(2000年５月)へのヒア

リングにおいて共通してこうした言質が得られた。

･'3現代トンバエ芸品工房(五一街)経営者Ｆ氏(ナシ族)へのヒ

アリングによる(2001年９月)。

41旧市街地住民Ｘ氏へのヒアリングによる(2000年５月)。

･'5補注27および２８を参照。

躯麗江県公安局副局長．Ｓ氏へのヒアリングによる(2000年

６月)。

４７補注43参照。

4sトンバ文化研究所では、米国最大の自然保護ＮＧＯである

TheNatureConservancy(TNC)からこれまでに5万米ドルの寄

付を受け、これを次世代のトンバの育成資金として充てて

いる。しかしそれ以外に主たる財源がなく、行政における

予算確保も難しい状況で、事業の存続自体が困難であると

いう。トンバ文化研究所副研究員・王枇英氏へのヒアリン

グによる(2001年９月)。

'9例えばFreyandPommerehne(1989)など。

5olCOMOSは｢IntemationalCulturalTourismCharter:8thDraft

(国際文化観光憲章：草案)」を'999年に発表している。そ

の中で、憲章のキー・コンセプトの一部に以下のような文

章が明記されている。｢遺産としての場所や無形遺産､収蔵

物を保護・保存し管理する主たる理由は、それらの重要性

を、物理的にあるいは知識として、ホストコミュニティ及

びビジターにアクセス可能とすることにある。もし大衆が

文化遺産から遠ざけられるようなことがあれば、遺産の保

存プロセス全体が停滞し､遺産保存のために必要な資金や、

世論の支持、政治的支援を得ることができないであろう。

…中略…物理的アクセスや情報アクセスの確保は、人権に

関する事項であり、当然の権利である｡(筆者訳)」Brooks,G，

(2000),p,3-4参照。

５１「中国、戸籍制度に変化」産経新聞2001年９月２日版'第

1面

52例えばSmith(1989)、曽(1998)など。
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